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１

ペ
ー
ジ

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
九
年
七
月
二
十
四
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場

所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
九
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
八
月
六
日
ま
で

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
九
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
八
月
六
日
ま
で

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
比
内
町
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ

い
て
、
平
成
十
九
年
七
月
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

告
　
示

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
三
七
八
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
三
七
九
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
１

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
１

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
九
一
）
…
…
…
…
…
１

秋
選
管
告
示
第
九
十
一
号

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
四
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

平
成
十
九
年
七
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

公
　
　
　
　
　
　
告

告
　
　
　
　
　
　
示

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
五
号
及
び
二
百
八
十

五
号

百
五
号
及
び
二
百
八
十

五
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
一
・
七
五
〜
五
一
・
〇
〇

一
三
・
〇
〇
〜
五
一
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
八
七
四

〇
・
八
七
四

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

北
秋
田
市
七
日
市
字
家
後
二
〇
七
番
地
先
か
ら
字
前
田
六
五
番
一
地
先
ま
で

〃

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
七
号

百
七
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
二
・
〇
〇
〜
四
五
・
〇
〇

一
二
・
〇
〇
〜
五
六
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
三
一
七

〇
・
三
一
七

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
本
荘
市
東
由
利
舘
合
字
檜
倉
一
〇
番
三
か
ら
字
檜
倉
三
八
番
二
ま
で

〃
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２

公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
、

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中

「

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
　
大
仙
市
角
間
川
町
字
元
道
巻
九
十
七

を

サ
ン
・
サ
ル
ビ
ア
　
　
　
番
地

」

「

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
　
大
仙
市
角
間
川
町
字
元
道
巻
九
十
七

サ
ン
・
サ
ル
ビ
ア
　
　
　
番
地

に

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
　
大
仙
市
内
小
友
字
明
通
三
十
六
番
地

テ
ン
ダ
ー
ヒ
ル
ズ
　
　
　
二

」

改
め
る
。附

　
則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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